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採点講評 

（2022 年 3 月 20 日 商法） 

 

 

第１ 設問１ 

 

設問１は多くの方が取締役会決議に関する瑕疵の規範を定立した上で，当てはめの

中でＢの特別利害関係取締役該当性を論じていました。差がついた部分は，「議決に

加わることができない」（369 条２項）の意義を踏み込んで検討できたか否かです。多

くの方が議決に加わることができないので瑕疵はないとされていましたが，取締役会

の議決事項は多岐にわたることから，招集通知の送付の要否等，踏み込んだ検討がで

きると良かったかと思います。また，特別利害関係取締役の意義を示さない答案が散

見されましたが，判例の意義を示して簡単に当てはめをしてほしかったところです。 

 

 

第２ 設問２ 

 

設問２は，みなし承認（145 条１号）の理解の有無で差がつきました。基本書等に

譲渡承認請求のフローチャートが記載されていると思うので，一度，流れを条文と睨

めっこしながら理解すると良いと思います。短答で出題されますし，司法試験の論文

でも過去に問われたことはあります。 

 

 

第３ 設問３ 

 

設問３は，民法の二重譲渡とパラレルに考えることができるかがポイントでした。

現場思考型の難しい問題だったと思います。ただ複数の受講生の方が二重譲渡の理解

を前提に背信的悪意者等と論じて妥当な解決を図っており，素晴らしいと思いました。 

本問の状況においてⅩ社が権利行使できないのはおかしいと素朴に感じるはずです。

そのような感覚を出発点になんとか法的構成を提示できればよかったかと思います。 

 

以 上  


